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Ql 三ケ日青年の家の運営自体が県から民へ変わつたその影響について、どのような調

査をしましたか。(変更点がないという認識に至るまでに、どのような調査をしました

か。)あるいは、所員の「問題なく実施しています」のことばだけで、全く調査をしな

かったのでしょうか。

Al 三ケ日青年の家の運堂主体が民間に委託された影響については、特別な調査をして

おりません。

平成21年 6月 1日に22年度の予約をした際に、当時の所員 (静岡県脚員)から、

「来年度、指定管理者に変わるが、31き継ぎを確実に行い、これまでと変わらない運

営・指導体制で実施できるので、心配はありません。」との発言がありました。学校と

しては、日頭ではありますが、民間委託に関して静岡県が資任をもつてヨ|き継ぎをす

るとの確約を得たものと認識し、指定管理者への変更について、疑いを持つことはあ

り議せんでした。
4月 に行つた下見の際も、新しい所員から同様の説明を受け、県から民間への31き

継ぎが確実に行われていると認識し、この段階においても、特別な調査はしませんで

した。             |

Q2 どうしてカッターが「避難用だから安全です」の所員の言葉だけで、納得したのか、

どうしても理解できません。大文夫だと思つた、その根拠は何でしようか。

転覆するかもしれないという認識は全くなかつたのでしょうか。所員が安全です、

と言つたからでは、回答になっていないと思うのですが、その点は如何でしょうか。

A2 所員からの「避難用だから安全です。」という言葉だけで納得したわけではありませ

ん。
三ケ日青年の家のカッター訓練は、小学校高学年からから大人までを対象とした活

動として長年の実績があり、そのノウハウは確実にヨ|き継がれているという認識、昨

年度も章南中学校が実施していたこと、また、下見の際にカッターボートを実際に見

て、カッターボートが大きくてしつかりとしていたこともあり、特に危険は感じなか

つたということです。ですので、転覆することがあるかもしれないという認識はあり
|

ませんでした。
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なるということを知つていましたか。知

していませんか。どのような項目について安全が確保されたと言う認識に至つたのか、

感情論ではく事実でお答え願います。

A色
間風宅露百写「塁垂得異程葛t揮電塾票置ふ:お響喜廠讐懲轟里離霧3霧零臓乏層舅



と信じておりました。表た、風向きの関係からですが、カッターボートの進路が岸に
沿つた東向きのコースをとるとの説明を受けたこともあり、天候が悪くなつても帰る
ことができるという思いを持ち議した。
当日は出航時に雨が降つていましたが、あれほどまでに天候が悪イじし、カッター訓|

練に支障が出るほどの状態になることは予測できませんでした。

Q4 出航後、天候が荒れた場合や、緊急事態が発生した場合は、どのような手立てをす
るようになっていたのでしょうか。例えば落水の場合、引率の先生方は、どうする事
になつていたのでしょうか。

A4 どの艇においてもトラブルが発生した場合は無線でキャプテンに連絡をとり、その

指示に従うことや、必要があればレスキュー艇を要請することを確認していました。
落水した場合の対応としては、乗船前に所員から、すべての生徒とヨ1率教員に対し

て、ライフジャケットの襟をつかみ、静かに上を向いて浮かんでいるようにとの指導
がありました。その場合も、引率の先生は無線でキャプテンに連絡をとり、その指示
に従うようにとのことでした。

Q5 学校行事である以上、管理・監督の責任は校長にあるとしていますが、カッター訓1練

の最終の実施判断は、誰が判断する事になつていたのでしょうか。現地にいた校長だ

とすると、どの段階で何を根拠に安全だと判断し、実施を決めたのでしようか。(注意

報が出ていた。三ケ日が大文夫だと言つている。その情報から実施と決めた根拠は何

ですか。)

A5 三ケ日青年の家からの文書には、「荒天時の実施・中止の決定はt団体責任者と相談

のうえ所員が行い議す。」となつていま
塾 ヶ日青年の家側にカッタニ割|1練の実施につ当日は雨が降つていたので、学校側はi

いて相談を持ちかけ、所員から「この程度の雨なら大文夫です。」という回答を受けま

した。この所員の判断に加え、出航当時の風や湖面の状況、学校が注意報発表を知ら

されていなかつたことなどから、学校から三ケ日青年の家に対して、カツター訓練の

中止について検討を持ちかけるという判断には至りませんでした。
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と納得できません。
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ところ、主治医と相談のうえ、翌日に返事がありました。それによりますと、主治医

からは個人情報に関わる内容であるため、提出については差し控えさせていただきた

いとのことでした。

Q7 自主艇について、事前に先生方の非常事態の対応に関して、何か安全教育があつた

のでしようか。経験もない先生方2名だけの自主艇でも安全だと判断した根拠は何で

しょうか。

A7 安全教育につきましては、乗船前の指導の中で行われました。何かトラブルがあつ

た場合は、無線でキャプテンに連絡し、指示を受けるということでした。また、どう

にもならない場合にはレスキュー艇が救助に来るとのことでした。専門的な経験のな

い教員2名での漕艇指導ではありますが、とにかくキャプテンと連絡をとり、その指

示に従うことと、三ケ日青年の家のレスキュー体制を信じていました。

また、4艇のうち2艇は教員 (引率者)だけが乗船する自主艇となることは、静岡

県が直接運堂している段階から決定していたことであり、章南中学校も他の利用団体

と同様に、それに従いました。

Q8 C艇 に乗つていた生徒が「花菜がいない」と訴えていたとの情報がありますが、そ

の生徒が訴えた情報は、誰から誰にどう流れたのでしようか、もう一度調査して下さ

い。消防あるいは警察の誰に伝えたのでしょうか。

A8 山川教諭は、転覆した C艇の生徒が、「枯菜と万里奈がいない」と叫んでいるのを

聞いたそうです。そして、レスキュー艇にヨ|き上げられたときに、所員に「まだわか

らない子がしヽる。」と伝え議した。(その時には、「花菜」、「万里奈」としヽう名前では言

わなかつたと闇うとのことです。)その言葉を受けて、檀野所長は湖へ飛び込み、C艇

の艇内から生徒を救い出してくれたと聞いています。ただ、山川教諭はその救出場面

を確認することなく、所員の運転するレスキュー艇で青年の家に運ばれてしまいまし

たので、所長によつて誰が救助されたかは確認できませんでした。

16時ごろに青年の家に救出された山川教諭は、まず、校長に、続いて餐護教諭に

「花菜さんと万里奈さんがいなしヽ。Jということを伝えました。そして、青年の家に停

車中の救急車のそばで健康チェックのためにいた40歳代と思われる消防署員にも

「花菜さんと万里奈さんがしヽない。」ということを伝えています。その後、青年の家に

移動した山川教諭は、館内で警察官や消防署員を見かけるたびに「花菜さんと万里奈

さんがしヽない。」ということを伝えたということですoなお、このことを伝えた警察官

や消防署員の名前等は特定できないとのことです。

C艇から3人の生徒を救助した檀野所長は、救助に来た水難救助隊の隊員に、まだ

艇内に残されている生徒がいるかもしれないから確認してくれと訴えましたが、水難

救助隊員からは潜水用の装備をしてきていなしヽので、水に潜つて確認・救助すること

はできないと告げられたと聞いております。


